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(57)【要約】
【課題】地上に構築された既存建物の柱を耐震補強する
柱補強構造を提供する。
【解決手段】柱補強構造の柱補強部１０は、地上に構築
された既存建物１４の鉄筋コンクリート製の柱１２と、
柱１２と並列に設けられ、又は柱１２の側面を覆って設
けられ、上下端部が梁材２０又は床材２２と接合された
支持部材１８と、を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上に構築された既存建物の鉄筋コンクリート製の柱と、
　前記柱と並列に設けられ、又は前記柱の側面を覆って設けられ、上下端部が梁材又は床
材と接合された支持部材と、
　を有する柱補強構造。
【請求項２】
　前記柱は、前記柱の側面に接合された壁体、梁材又は床材で部分的に拘束されている請
求項１に記載の柱補強構造。
【請求項３】
　前記支持部材の上下端部には固定金具が設けられ、前記固定金具は前記梁材又は前記床
材と接合手段で接合され、前記柱に生じる地震時応力の一部を前記支持部材に負担させる
請求項１又は２に記載の柱補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柱補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、腰壁・垂れ壁が側面に接合された柱や、開口部が形成された壁体が側面に接合
された柱は、地震時には、壁体が接合された範囲で柱の変形が拘束される一方、壁体が接
合されていない柱の部分に応力が集中する。この結果、柱は脆性的に破壊する可能性が高
まり、耐震補強が必要となる。
　側面に腰壁・竪壁等が接合された柱の耐震補強方法には、柱と腰壁・垂れ壁の間にスリ
ットを設ける方法、壁体の開口部（横連窓）を塞ぐ方法、柱が取り付く架構内にフレーム
付の鉄骨ブレースを設置する方法、等がある。
　しかし、いずれの方法も大がかりな工事が必要となる。
　ここに、耐震強度が不足する柱を、大がかりな工事を伴わずに耐震補強する方法が提案
されている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１には、既築の地下構造体の柱と柱の間に耐震補強柱を設け、耐震補強柱で地
下構造体の柱を耐震補強する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－４６８３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１は、単に、断面積が小さくて耐震強度が不足する地下構造体の柱の
耐震補強に関する技術であり、地上の建物の柱とは地震時の挙動が相違する。
【０００６】
　本発明は、上記事実に鑑み、地上に構築された既存建物の柱を耐震補強する柱補強構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明に係る柱補強構造は、地上に構築された既存建物の鉄筋コンクリ
ート製の柱と、前記柱と並列に設けられ、又は前記柱の側面を覆って設けられ、上下端部
が梁材又は床材と接合された支持部材と、を有することを特徴としている。
【０００８】
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　請求項１に記載の発明によれば、地震時に柱の支持力が低下しても、柱と並列に設けら
れた支持部材、又は柱の側面を覆って設けられた支持部材により、梁材又は床材が支持さ
れる。これにより、地震時に、梁材又は床材の損傷を抑制することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の柱補強構造において、前記柱は、前記柱の
側面に接合された壁体、梁材又は床材で部分的に拘束されていることを特徴としている。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、柱の側面に接合された壁体、梁材又は床材に部分的に
拘束されているため、壁体が接合された範囲で柱の変形が拘束される。このとき、変形が
拘束されていない柱の部分には応力が集中する。この結果、柱は脆性的に破壊する可能性
が高まる。
　このような柱と並列に支持部材を設けることにより、又はこのような柱の側面を覆って
支持部材を設けることにより、地震時に柱の支持力が低下しても、支持部材が梁材又は床
材を支持し、梁材又は床材の損傷を抑制することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の柱補強構造において、前記支持部材
の上下端部には固定金具が設けられ、前記固定金具は前記梁材又は前記床材と接合手段で
接合され、前記柱に生じる地震時応力の一部を前記支持部材に負担させることを特徴とし
ている。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、固定金具を利用することで、を梁材又は床材の間に支
持部材を接合することができ、柱が負担する地震時応力の一部を、支持部材に負担させる
ことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、上記構成としてあるので、地上に構築された既存建物の柱を耐震補強するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（Ａ）（Ｂ）はいずれも本発明の第１実施形態に係る柱補強構造の柱補強部を示
し、図１（Ａ）は図１（Ｂ）のＸ２－Ｘ２線断面であり、図１（Ｂ）は図１（Ａ）のＸ１
－Ｘ１線断面である。
【図２】（Ａ）は、本発明の第１実施形態に係る固定金具の正面図を示し、図２（Ａ）は
図１（Ａ）のＸ３－Ｘ３線断面である。図２（Ｂ）、図２（Ｃ）はいずれも固定金具の展
開例を示す正面図である。
【図３】（Ａ）（Ｂ）はいずれも本発明の第２実施形態に係る柱補強構造の柱補強部を示
し、図３（Ａ）は図３（Ｂ）のＸ２－Ｘ２線断面であり、図３（Ｂ）は図３（Ａ）のＸ１
－Ｘ１線断面である。
【図４】（Ａ）（Ｂ）はいずれも本発明の第２実施形態に係る柱補強構造で補強された既
存建物を示し、図４（Ａ）は図４（Ｂ）のＸ２－Ｘ２線断面であり、図４（Ｂ）は図４（
Ａ）のＸ１－Ｘ１線断面である。
【図５】（Ａ）は本発明の第３実施形態に係る柱補強構造の補強部を示す正面図であり、
図５（Ｂ）は図５（Ａ）のＸ１－Ｘ１線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係る柱補強構造について、図１、２を用いて説明する。
　ここに、図１（Ａ）は柱補強部１０の正面図、図１（Ｂ）はその側面図であり、図２（
Ａ）～（Ｃ）は、いずれも固定金具の正面図を示している。
　図１に示すように、柱補強構造における柱補強部１０は、既存建物１４の柱１２と、柱
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１２の横に、柱１２と並列に設けられた補強柱（支持部材）１８とを有している。ここに
、既存建物１４は鉄筋コンクリート製の建物であり、柱１２も鉄筋コンクリート製の柱で
ある。
【００１６】
　柱１２は、上下階の梁２０の間に設けられ、上階の梁２０を支持している。
　柱１２の両側には、柱１２を挟んで補強柱１８が取付けられている。補強柱１８はＨ形
鋼で形成され、補強柱１８の上下端部には、鋼板で形成された固定金具２４が水平方向に
取付けられている。固定金具２４は、補強される梁２０の上面（床面）、及び上階の梁２
０の下面と当接された状態で、アンカーボルト３８で梁２０に固定される。
　ここに、補強柱１８の取付け位置は、柱１２の側面に近い方が望ましい。また、Ｈ形鋼
の幅、板厚及びアンカーボルト３８の使用本数等は、要求される補強強度で決定される。
【００１７】
　図２（Ａ）に示すように、固定金具２４は、補強柱１８の幅Ｗ１より広い幅Ｗ２、補強
柱１８の奥行Ｄ１と同じ奥行Ｄ１で形成され、補強柱１８の上端部及び下端部に接合され
ている。固定金具２４の複数の＋印は、アンカーボルト取付け部３６である。固定金具２
４は、複数のアンカーボルト３８で梁２０に接合される。
【００１８】
　また、他の展開例として、図２（Ｂ）に示すように、固定金具２５を、補強柱１８の幅
Ｗ１と同じ幅Ｗ１、補強柱１８の奥行Ｄ１より大きい奥行Ｄ２で形成し、固定金具２５の
長手方向（奥行Ｄ２の方向）を柱１２の側面に沿う方向に配置することで、補強柱１８を
柱１２の側面に、隙間なく沿わせることができる。即ち、固定金具２５の形状を変更する
ことで、補強柱１８柱１２との距離を調節することができる。
【００１９】
　更に、図２（Ｂ）に示すように、固定金具２５の面積を図２（Ａ）より大きくすること
で、アンカーボルト３８の取付け本数を増すことが可能となり、梁２０との接合強度を高
めることができる。この結果、補強柱１８を耐震間柱として機能させ、柱１２に生じる地
震時応力の一部を、補強柱１８に負担させることができる。
【００２０】
　また、図２（Ｃ）に示すように、Ｈ形鋼製の補強柱１８に替えて、断面形状が角形鋼の
補強柱１９としてもよい。補強柱１９の上下端部に固定金具２７を取付け、固定金具２７
を梁２０と接合することで、柱１２を補強できる。
　更に、補強柱１８は、図示しない円形等の断面形状の鋼材であってもよい。また、補強
柱１８の材質は、補強柱１８として要求される補強強度が確保されるなら、鉄筋コンクリ
ート、コンクリートブロック、及び木材等を採用してもよい。
【００２１】
　これにより、例えば地震時に、柱１２が脆性的に破壊する可能性が高まった場合、柱１
２に替わり、柱１２が支持していた梁２０を補強柱１８が支持することができる。これに
より、梁２０の損傷を抑制することができる。
　なお、補強柱１８は、施工時にジャッキアップして、応力を掛けた状態で取付けること
ができる。これにより、柱１２が受ける鉛直荷重の一部を、補強柱１８に常時負担させる
ことができる。
　更に、図２（Ｂ）に示すように、平面積の大きな固定金具２５を取付けて、アンカーボ
ルト３８の本数を増やすこともできる。これにより、補強柱１８と梁２０を強く一体化さ
せた場合には、地震時に、柱１２が負担する地震応力の一部を、補強柱１８に負担させる
ことができる。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、例えば、地震時の柱１２の変形により柱１
２が脆性的に破壊する可能性が高まり、梁２０を支持できなくなったとしても、柱１２と
並列に設けられた補強柱１８により、梁２０又は床２２が支持され、梁２０又は床２２の
損傷が抑制される。
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また、本実施形態は、建物１４の外部からの工事が不要のため、外部に施工スペースのな
い建物でも工事が可能である。また、Ｈ形鋼製の補強柱１８を設置するだけの工事のため
、資材の運搬性が高い。更に、コンクリート工事（湿式工事）を必要としないため、工事
が簡易で工期も短くできる。
【００２３】
　なお、本実施形態においては、梁２０と固定金具２４、２５の接合は、複数のアンカー
ボルト３８を用いる方法を例にとり説明した。しかし、これに限定されることはなく、図
示は省略するが、例えば、接着剤等で梁２０と固定金具２４、２５を接合してもよい。
【００２４】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態に係る柱補強構造の柱補強部３０について、図３、４を用いて説
明する。柱補強部３０は、柱１２の側面に、柱１２の変形を部分的に拘束する構造体１６
が設けられている点において、第１実施形態と相違する。相違点を中心に説明する。
　ここに、図３（Ａ）は柱補強部３０の正面図、図３（Ｂ）はその側面図、図４（Ａ）（
Ｂ）は既存建物の平面と側面を示している。
【００２５】
　図３、図４に示すように、柱補強部３０は、既存建物１４の柱１２と、柱１２の側面に
設けられ、柱１２の変形を部分的に拘束する構造体（壁体）１６と、柱１２の横に柱１２
と並列に、鉛直方向に設けられた補強柱（支持部材）１８と、を有している。
【００２６】
　ここに、図４（Ａ）、図４（Ｂ）に示すように、既存建物１４は鉄筋コンクリート製の
建物であり、柱１２は鉄筋コンクリート製の柱である。柱１２の側面には、鉄筋コンクリ
ート製の構造体（外壁）１６が接合され、構造体１６には、開口部２６が設けられている
。これにより、構造体１６が、地震時の柱１２の変形を部分的に拘束している。
【００２７】
　なお、既存建物１４の内部は、一方の外周壁に沿って設けられたドットで示すコア部２
８を有し、コア部２８以外の空間は、区画壁の少ない大空間部３６を形成している。コア
部２８には、図示しないエレベータ、階段、トイレ等が配置され、多くの区画壁で区画さ
れて耐震強度が高くされている。一方、大空間部３６には区画壁は少ない。この結果、既
存建物１４は、重心と剛心との距離が大きく、偏心の大きい建物となっている。
　また、本実施形態においては、大空間部３６の外周柱を柱１２と記載し、大空間部３６
の内部柱、コア部２８の外周柱、及びコア部２８の内部柱を柱１３と記載して、両者を区
別している。ここに、本実施形態の対象となるのは柱１２である。
【００２８】
　構造体１６は、既存建物１４の外壁であり、柱１２と柱１２の間を、補強階の梁２０か
ら上階の梁２０までの間を塞いで構築されている。構造体１６の柱１２側の端部は、柱１
２の側面と接合され一体化されている。また、構造体１６の上部（床材２２からの高さＨ
１の位置）には、換気用の開口部（高さＨ２の横連窓の窓）２６が、柱１２の側面に接し
て設けられている。
【００２９】
　この構成により、柱１２は、構造体１６で高さＨ１の範囲で横方向の変形が拘束され、
実質的な柱長が高さＨ１の分だけ短くされている（いわゆる短柱とされている）。この結
果、柱１２の靱性が低下し、柱１２が脆性的に破壊する可能性が高くされている。
　本実施形態では、柱１２の側面に、柱１２と並列に補強柱１８を取付ける。即ち、構造
体１６が設けられた柱１２に支持される梁２０の両端部に、補強柱１８が取付けられる。
【００３０】
　これにより、例えば地震時に、柱１２の靱性が低下し、脆性的に破壊する可能性が高ま
った場合、柱１２に替わり補強柱１８が、柱１２が支持していた梁２０を支持することが
できる。この結果、梁２０の損傷を抑制することができる。
　なお、本実施形態においても、補強柱１８は、施工時に、例えば、ジャッキアップして
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取付けることで、柱１２が受ける鉛直荷重の一部を、補強柱１８に常時負担させることも
できる。更に、アンカーボルト３８の本数を増して、補強柱１８と梁２０を強く一体化さ
せた場合には、地震時に、柱１２が負担する地震応力の一部を、補強柱１８に負担させる
ことができる。
【００３１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、地震時の柱１２の変形が構造体１６で部分
的に拘束され、開口部２６に水平方向の応力が集中的に作用した場合、柱１２の靱性が低
下して脆性的に破壊する可能性が高まるが、柱１２が梁材２０を支持できなくなったとし
ても、柱１２と並んで設けられた補強柱１８により、梁２０が支持される。この結果、梁
材２０の損傷が抑制される。
【００３２】
更に、アンカーボルト３８の数を増して、補強柱１８と梁材２０との接合強度を高め、補
強柱１８を耐震間柱として利用することができる。この結果、既存建物１４の剛性を高め
、柱１２が負担する地震応力の一部を負担させることができる。
更に、図４に示す既存建物１４のように、偏心率が大きい建物であっても、補強柱１８と
梁材２０との接合強度を高め、補強柱１８を耐震間柱として利用することで、既存建物１
４の偏心率を改善することができる。
【００３３】
　なお、本実施形態で説明した構造体１６は、横連窓が高さＨ２で開口された構造体１６
に限定されない。構造体１６は、柱１２の側面に一部を開けて接合される構成であればよ
く、図示は省略するが、例えば、柱１２の側面に取付けられた腰壁・垂れ壁でも良いし、
高さを異ならせて柱１２の側面に接合された梁材又は床材でもよい。
他の構成は第１実施形態と同じであり説明は省略する。
【００３４】
　（第３実施形態）
本発明の第３実施形態に係る柱補強構造の柱補強部４０について、図５を用いて説明する
。本実施形態の柱補強部３０は、柱１２の側面を補強プレート３２で囲んで補強する点に
おいて、第１実施形態と相違する。相違点を中心に説明する。
ここに、図５（Ａ）は柱補強部の正面図、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）のＸ３－Ｘ３線断面
図である。　
【００３５】
　補強プレート３２は、鋼板を、室内側から柱１２の３面を覆う形状に曲げて形成され、
平面視において、柱１２に沿って室内側へ凸状に突出す凸部３２Ｔを有している。補強プ
レート３２は、凸部３２Ｔで柱１２の側面を囲んで補強している。凸部３２Ｔの両側には
、構造体１６に沿って張り出すフランジ３２Ｆが設けられている。
　フランジ３２Ｆは、柱１２の側面と接合された構造体１６の表面に当接され、構造体１
６に、アンカーボルト３８で接合される。
　また、補強プレート３２の長手方向の上下端部には、横方向に固定金具３４が取付けら
れている。固定金具３４は梁２０の下面、及び床２２の上面にそれぞれ当接され、アンカ
ーボルト３８で梁２０の下面、及び床２２の上面にそれぞれ接合される。
【００３６】
　このとき、柱１２の表面と補強プレート３２の間には、多少の隙間が存在していてもよ
い。これにより、柱１２の若干の変形を許容することができる。
　補強プレート３２の板厚やアンカーボルト３８の固定本数等は、要求される補強プレー
ト３２の補強強さで決定される。
【００３７】
　なお、補強プレート３２の形状は、柱１２の３面を覆う凸形状に限定されることはなく
、柱１２の側面を覆う形状であれば、覆う側面は２面でもよい。また、柱１２が内部柱の
場合には４面（全周囲）を囲んでもよい。他の構成は第１実施形態と同じであり、説明は
省略する。
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【符号の説明】
【００３８】
　１０　柱補強部
　１２　柱
　１４　既存建物
　１６　壁（構造体）
　１８　補強柱（支持部材）
　１９　補強柱（支持部材）
　２０　梁（梁材）
　２２　床（床材）
　２４　固定金具
　２５　固定金具
　２６　開口部（横連窓）
　２７　固定金具
　３０　柱補強部
　３２　補強プレート（支持部材）
　３６　アンカーボルト取付け部
　４０　柱補強部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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